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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通

知がありましたので、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

  市民病院  経営企画課 病院総務課 医事課 改築推進室 

２ 監査実施日 

  平成３１年３月２８日 

３ 監査結果の公表日 

  平成３１年４月２４日（平塚市監査委員公表第８号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 委託契約事務において、病院広報誌作成

業務の一部業務を再委託する際、書面によ

る承諾を得ていなかったものや、契約書の

契約者名が事業管理者ではなく病院長と

なっていたものがあった。 

また、賃貸借契約事務において、共有名

義の駐車場用地の賃貸借契約に当たり、委

任状等の書類が不足しているにもかかわ

らず、一部の土地所有者と契約を締結して

いたものがあった。 

さらに、修繕にかかる契約事務では、複

数の契約において修繕契約約款に定めた

完了届が提出されていなかったものがあ

ったほか、各種保険契約事務では、自動車

損害共済の解約手続きの一部が遅延して

いるものがあった。 

 

 

（１） 一部業務を再委託する際は、口頭で承諾

していたものの、書面による承諾を行って

いませんでしたので、契約の規定を再認識

し、規定どおり処理することを徹底しま

す。また、契約者名は、書類作成及び決裁

時の複数回の確認を徹底し、誤りを防止し

ます。 

共有名義の駐車場用地の賃貸借契約に

必要となる委任状について、令和元年度か

ら取得するようにしました。今後も契約締

結にあたり委任状の取得を徹底します。 

令和元年度から備品（医療機器等）の修

繕と、施設（空調機等）修繕の修繕契約約

款をそれぞれ別に作成し運用します。備品

の修繕については、部品類の交換が多いた

め、完了届の提出は求めず、作業報告書に



平塚市契約規則等に則り事務処理の方

法を再度確認し、今後の事務の執行に当た

り適正な措置を講じられたい。 

 

て終了したことを確認します。施設修繕に

ついては、工事の完了と同様に完了届を提

出させ、終了したことを確認します。 

各種保険契約事務については、期限を確

認し、細心の注意を払い適正な事務を行う

よう努めます。 

 

 

 

 

１ 監査実施対象課 

  社会教育部  社会教育課 

２ 監査実施日 

  平成３１年４月２４日 

３ 監査結果の公表日 

  平成３１年４月２４日（平塚市監査委員公表第９号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務において、公園施設使用料の収

入に当たり、歳入科目を使用料及び手数料

とすべきところ雑入として整理していた。 

また、契約事務において、動産総合保険

の随意契約を行った際に、平塚市契約規則

に定める条項の適用誤りがあった。 

平塚市財務規則・契約規則に則り事務の 

方法を再度確認し、今後の事務の執行に当

たり適正な措置を講じられたい。 

 

 

 

（１）  公園施設使用料の収入について、歳入

科目を雑入から使用料及び手数料へ振り

替えました。令和元年度は使用料及び手

数料で整理済みです。 

また、動産総合保険について、平塚市

契約規則を確認し、令和元年度は適正な

条項を適用しました。 

平塚市財務規則・契約規則を確認し、

今後誤りのないよう事務手順書を作成し

ます。 

 

 

 

 

１ 監査実施対象課 

  社会教育部  中央図書館 

２ 監査実施日 

  平成３１年４月２４日 

３ 監査結果の公表日 

  平成３１年４月２４日（平塚市監査委員公表第９号） 

 



 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務において、図書館施設使用料の

収入に当たり、現金取扱いについて指定金

融機関等への払い込みが遅れていた。 

平塚市財務規則に則り事務の方法を再

度確認し、今後の事務の執行に当たり適正

な措置を講じられたい。 

 

 

 

（１） 指摘事項については、担当者の処理漏れ

が原因であったため、現金の取扱いや平塚

市財務規則等の確認を行うよう指示しま

した。 

今後は、このようなことがないよう、毎

月必ず処理を行う図書館複写サービス収

入の処理時にあわせて、図書館施設使用料

の収入がないか、担当長及び担当者で図書

館施設利用申込書兼調定票の確認を徹底

するとともに、適正な事務の執行に努めま

す。 

 

 

 以  上 


